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説
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子

 
 
 
 
 

 

議

事

日

程 

 
 
 

日

程

第

一

 
 
 
 
 
 
 
 
 

議
案
第
三
十
八
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 

文
京
区
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個
人
番
号
の

利
用
等
に
関
す
る
条
例 

 
 
 

日

程

第

二

 
 
 
 
 
 
 
 
 

議
案
第
四
十
九
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 

文
京
区
男
女
平
等
セ
ン
タ
ー
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て 

 
 
 

日

程

第

三

 
 
 
 
 
 
 
 
 

議

案

第

五

十

号

 
 
 
 
 
 
 
 
 

文
京
区
立
ア
カ
デ
ミ
ー
文
京
等
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て 

 
 
 

日

程

第

四

 
 
 
 
 
 
 
 
 

議
案
第
三
十
七
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 

令
和
七
年
度
文
京
区
一
般
会
計
補
正
予
算 

 
 
 

日

程

第

五

 
 
 
 
 
 
 
 
 

議
案
第
三
十
九
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 

文
京
区
指
定
障
害
児
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
等
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例 
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日

程

第

六

 
 
 
 
 
 
 
 
 

議

案

第

四

十

号

 
 
 
 
 
 
 
 
 

文
京
区
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
等
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 
 

日

程

第

七

 
 
 
 
 
 
 
 
 

議
案
第
四
十
一
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 

文
京
区
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 
 

日

程

第

八

 
 
 
 
 
 
 
 
 

議
案
第
四
十
二
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 

文
京
区
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例 

 
 
 

日

程

第

九

 
 
 
 
 
 
 
 
 

議
案
第
四
十
三
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 

文
京
区
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 
 

日

程

第

十

 
 
 
 
 
 
 
 
 

議
案
第
四
十
四
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 

文
京
区
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 
 

日

程

第

十

一
 
 
 
 
 
 
 
 
 

議
案
第
四
十
五
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 

文
京
区
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
編
制
、
職
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例 

 
 
 

日

程

第

十

二

 
 
 
 
 
 
 
 
 

議
案
第
四
十
六
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 

文
京
区
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
以
外
の
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
の
要
件
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 
 

日

程

第

十

三

 
 
 
 
 
 
 
 
 

議
案
第
四
十
七
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 

文
京
区
一
時
保
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 
 

日

程

第

十

四

 
 
 
 
 
 
 
 
 

議
案
第
四
十
八
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 

文
京
区
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 
 

日

程

第

十

五

 
 
 
 
 
 
 
 
 

議
案
第
五
十
一
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 

文
京
区
立
千
石
児
童
館
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て 

 
 
 

追
加
日
程
第
十
六

 
 
 
 
 
 
 
 
 

委
員
会
提
出
議
案
第
一
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 

固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
の
軽
減
措
置
の
継
続
を
求
め
る
意
見
書 

 
 
 

追
加
日
程
第
十
七

 
 
 
 
 
 
 
 
 

議
案
第
五
十
八
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 

小
石
川
運
動
場
改
修
工
事
請
負
契
約 

 
 
 

追
加
日
程
第
十
八

 
 
 
 
 
 
 
 
 

議
案
第
五
十
九
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 

文
京
シ
ビ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
二
十
五
階
旧
レ
ス
ト
ラ
ン
改
修
工
事
請
負
契
約 

 
 
 

追
加
日
程
第
十
九

 
 
 
 
 
 
 
 
 

議

案

第

六

十

号

 
 
 
 
 
 
 
 
 

文
京
シ
ビ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
二
十
五
階
旧
レ
ス
ト
ラ
ン
改
修
機
械
設
備
工
事
請
負
契
約 

 
 
 

追
加
日
程
第
二
十

 
 
 
 
 
 
 
 
 

議
案
第
六
十
一
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 

訴
訟
上
の
和
解
に
つ
い
て 

 
 
 

追
加
日
程
第
二
十
一

 
 
 
 
 
 
 
 
 

請
願
受
理
第
四
十
二
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 

固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
の
軽
減
措
置
の
継
続
に
つ
い
て
意
見
書
の
提
出
に
関
す
る
請
願 

 
 
 

追
加
日
程
第
二
十
二

 
 
 
 
 
 
 
 
 

請
願
受
理
第
四
十
三
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 

固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
の
軽
減
措
置
の
継
続
に
つ
い
て
意
見
書
の
提
出
に
関
す
る
請
願 

 
 
 

追
加
日
程
第
二
十
三

 
 
 
 
 
 
 
 
 

請
願
受
理
第
四
十
四
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 

場
外
馬
券
売
り
場
（
後
楽
園
オ
フ
ト
）
の
撤
去
を
求
め
る
請
願 

 
 
 

追
加
日
程
第
二
十
四

 
 
 
 
 
 
 
 
 

請
願
受
理
第
四
十
五
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゲ
ノ
ム
編
集
食
品
の
表
示
の
義
務
化
を
求
め
る
請
願 

 
 
 

追
加
日
程
第
二
十
五

 
 
 
 
 
 
 
 
 

請
願
受
理
第
四
十
六
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 

「
文
の
京
」
で
人
身
取
引
の
疑
い
が
か
け
ら
れ
る
事
件
の
発
生
を
防
ぐ
た
め
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
区
民
へ
の
啓
発
強
化

を
求
め
る
請
願 

 
 
 

追
加
日
程
第
二
十
六

 
 
 
 
 
 
 
 
 

請
願
受
理
第
四
十
七
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 

全
職
員
対
象
に
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
調
査
を
実
施
し
、
そ
れ
に
基
づ
き
全
職
員
の
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
力
向
上
に
取
り

組
む
こ
と
を
求
め
る
請
願 

 
 
 

追
加
日
程
第
二
十
七

 
 
 
 
 
 
 
 
 

請
願
受
理
第
四
十
八
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 

議
員
選
出
監
査
委
員
を
廃
止
し
た
自
治
体
の
先
行
事
例
を
研
究
し
、
そ
の
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト
を
検
証
し
、
区
民

と
情
報
共
有
を
求
め
る
請
願 
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追
加
日
程
第
二
十
八

 
 
 
 
 
 
 
 
 

請
願
受
理
第
四
十
九
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ワ
ク
チ
ン
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
を
求
め
る
請
願 

 
 
 

追
加
日
程
第
二
十
九

 
 
 
 
 
 
 
 
 

請
願
受
理
第
五
十
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 

高
齢
単
身
者
（
い
わ
ゆ
る
「
高
齢
お
ひ
と
り
さ
ま
」
）
に
対
す
る
支
援
の
強
化
・
充
実
を
求
め
る
請
願 

 
 
 

追
加
日
程
第
三
十

 
 
 
 
 
 
 
 
 

請
願
受
理
第
五
十
一
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 

文
京
区
に
お
い
て
も
「
民
泊
」
の
規
制
強
化
を
求
め
る
請
願 

 
 
 

追
加
日
程
第
三
十
一

 
 
 
 
 
 
 
 
 

請
願
受
理
第
五
十
二
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 

区
民
参
画
の
充
実
・
強
化
を
通
じ
て
安
心
・
安
全
を
目
指
す
「
文
の
京
」
ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
（
仮
称
）
の
検
討
に

向
け
た
研
究
を
求
め
る
請
願 

 
 

 

追
加
日
程
第
三
十
二

 
 
 
 
 
 
 
 

 

請
願
受
理
第
五
十
三
号

 
 
 
 
 
 
 
 

 

都
市
計
画
道
路
の
整
備
に
地
元
住
民
と
の
対
話
・
熟
議
を
位
置
づ
け
「
環
状
三
号
線
」
の
区
内
延
伸
未
整
備
区
間
は

「
廃
止
」
を
東
京
都
に
求
め
る
請
願 

 
 
 

追
加
日
程
第
三
十
三

 
 
 
 
 
 
 
 
 

請
願
受
理
第
五
十
四
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 

教
員
の
多
忙
化
を
解
消
す
る
為
に
教
員
を
増
や
し
、
更
な
る
少
人
数
学
級
実
現
を
求
め
る
請
願 

 
 
 

追
加
日
程
第
三
十
四

 
 
 
 
 
 
 
 
 

請
願
受
理
第
五
十
五
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 

オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
給
食
の
実
現
を
求
め
る
請
願 

 
 
 

追
加
日
程
第
三
十
五

 
 
 
 
 
 
 
 
 

請
願
受
理
第
五
十
六
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 

「
小
日
向
台
町
小
学
校
改
築
計
画
を
見
直
す
」
こ
と
を
求
め
る
請
願 

 
 
 

追
加
日
程
第
三
十
六

 
 
 
 
 
 
 
 
 

請
願
受
理
第
五
十
七
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
歩
先
行
く
自
治
体
と
し
て
、
文
京
区
に
お
い
て
義
務
教
育
費
及
び
関
連
教
材
費
等
の
完
全
無
償
化
を
早
期
に
実
現
す

る
こ
と
を
求
め
る
請
願 

 
 
 

追
加
日
程
第
三
十
七

 
 
 
 
 
 
 
 
 

請
願
受
理
第
五
十
八
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 

文
京
区
教
育
委
員
会
の
臨
時
会
の
会
議
録
も
会
議
規
則
に
基
づ
き
作
成
し
、
区
Ｈ
Ｐ
を
通
じ
て
区
民
に
公
表
す
る
こ
と

を
求
め
る
請
願 

 
 
 

追
加
日
程
第
三
十
八

 
 
 
 
 
 
 
 
 

請
願
受
理
第
五
十
九
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 

竹
早
公
園
・
小
石
川
図
書
館
の
再
整
備
の
基
本
計
画
づ
く
り
な
ど
の
進
捗
状
況
を
適
宜
適
切
に
区
民
に
知
ら
せ
る
こ
と

を
求
め
る
請
願 

 
 
 

追
加
日
程
第
三
十
九

 
 
 
 
 
 
 
 
 

請
願
受
理
第
六
十
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 

区
議
会
の
委
員
会
に
お
い
て
「
請
願
」
審
議
を
深
め
る
仕
組
み
を
整
え
る
こ
と
を
求
め
る
請
願 

 
 
 

追
加
日
程
第
四
十

 
 
 
 
 
 
 
 
 

請
願
受
理
第
六
十
一
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 

文
京
区
議
会
議
員
の
政
務
活
動
費
の
情
報
開
示
を
進
め
、
透
明
性
を
高
め
る
こ
と
を
求
め
る
請
願 

 

午
後
二
時
開
議 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

た
だ
い
ま
か
ら
、
本
日
の
会
議
を
開
き
ま
す
。 

 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

ま
ず
、
本
日
の
会
議
録
署
名
人
の
指
名
を
行
い
ま

す
。 

 

本
件
は
、
会
議
規
則
に
基
づ
き
、
議
長
に
お
い
て
、 

 
 
 
 

十

五

番

 
 
 
 

 
 

沢 

田 

け
い
じ 

 

議
員 

 
 

 
 

二
十
八
番 

 

浅 

田 

保 

雄 
 

議
員 

を
指
名
い
た
し
ま
す
。 

 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

こ
の
際
、
書
記
よ
り
、
諸
般
の
報
告
を
い
た
し
ま

す
。 

 
 

 

〔
議
事
調
査
主
査
朗
読
〕 

二
〇
二
五
文
総
総
第
一
三
五
〇
号
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令

和

七

年

十

二

月

十

五

日 

文
京
区
長 

 

成 

澤 

廣 

修 

 

文
京
区
議
会
議
長 

 

市 

村 

や
す
と
し 

様 
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
八
十
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
議
会
の
指
定
議
決
に
基
づ
き
専
決
処
分
し
た
契
約
変
更
の
報
告

に
つ
い
て 

 

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
第
百
八
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
下

記
の
と
お
り
報
告
し
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

記 

一 

件

名 

文
京
区
立
明
化
小
学
校
等
改
築
給
排
水
設
備
工
事 

二 

決
定
年
月
日 

令
和
七
年
十
月
二
十
八
日 

三 

変

更

事

項 

契
約
金
額 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

変
更
後 

金
六
億
二
千
五
百
三
十
九
万
四
千
円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

変
更
前 

金
六
億
千
九
十
四
万
円 

 

二
〇
二
五
文
総
総
第
一
三
五
一
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

令

和

七

年

十

二

月

十

五

日 

文
京
区
長 

 

成 

澤 
廣 

修 

 

文
京
区
議
会
議
長 

 

市 

村 

や
す
と
し 

様 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
八
十
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
議
会
の
指
定
議
決
に
基
づ
き
専
決
処
分
し
た
契
約
変
更
の
報
告

に
つ
い
て 

 

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
第
百
八
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
下

記
の
と
お
り
報
告
し
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

記 

一 

件

名 

文
京
区
立
明
化
小
学
校
等
改
築
空
気
調
和
設
備
工
事 

二 

決
定
年
月
日 

令
和
七
年
十
月
二
十
八
日 

三 

変

更

事

項 

契
約
金
額 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

変
更
後 

金
七
億
六
千
五
百
七
十
八
万
七
千
円 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

変
更
前 

金
七
億
四
千
五
百
五
十
九
万
一
千
円 

 

二
〇
二
五
文
総
総
第
一
四
三
五
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

令

和

七

年

十

二

月

十

五

日 

文
京
区
長 

 

成 

澤 

廣 

修 

 

文
京
区
議
会
議
長 

 

市 

村 

や
す
と
し 

様 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
八
十
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
議
会
の
指
定
議
決
に
基
づ
き
専
決
処
分
し
た
契
約
変
更
の
報
告

に
つ
い
て 

 

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
第
百
八
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
下

記
の
と
お
り
報
告
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

記 

一 

件

名 

文
京
区
立
元
町
公
園
整
備
工
事
（
第
二
期
） 

二 

決
定
年
月
日 

令
和
七
年
十
一
月
十
四
日 

三 

変

更

事

項 

契
約
金
額 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

変
更
後 

金
七
億
七
千
百
九
十
四
万
四
千
八
百
円 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

変
更
前 

金
七
億
六
千
三
百
一
万
六
千
百
円 

 
二
〇
二
五
文
総
総
第
一
四
三
六
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
令

和

七

年

十

二

月

十

五

日 

文
京
区
長 

 

成 

澤 

廣 

修 

 

文
京
区
議
会
議
長 

 

市 

村 

や
す
と
し 

様 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
八
十
条
第
一
項
の
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規
定
に
よ
る
議
会
の
指
定
議
決
に
基
づ
き
専
決
処
分
し
た
契
約
変
更
の
報
告

に
つ
い
て 

 

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
第
百
八
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
下

記
の
と
お
り
報
告
し
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

記 

一 

件

名 
文
京
区
立
第
三
中
学
校
特
別
教
室
改
修
工
事
（
第
一
期
） 

二 

決
定
年
月
日 

令
和
七
年
十
一
月
十
三
日 

三 

変

更

事

項 

契
約
金
額 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

変
更
後 
金
三
億
三
千
七
百
八
十
三
万
二
千
円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

変
更
前 

金
三
億
三
千
三
百
六
十
三
万
円 

 

二
〇
二
五
文
総
総
第
一
四
三
七
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

令

和

七

年

十

二

月

十

五

日 

文
京
区
長 

 

成 

澤 

廣 

修 

 

文
京
区
議
会
議
長 

 

市 

村 

や
す
と
し 

様 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
八
十
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
議
会
の
指
定
議
決
に
基
づ
き
専
決
処
分
し
た
契
約
変
更
の
報
告

に
つ
い
て 

 

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
第
百
八
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
下

記
の
と
お
り
報
告
し
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

記 

一 

件

名 

文
京
区
立
明
化
小
学
校
等
改
築
工
事 

二 

決
定
年
月
日 

令
和
七
年
十
月
二
十
四
日 

三 

変

更

事

項 

契
約
金
額 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

変
更
後 

金
五
十
九
億
五
千
七
百
七
十
三
万
二
千
円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

変
更
前 

金
五
十
九
億
百
七
十
六
万
四
千
円 

 

二
〇
二
五
文
監
第
一
四
一
号

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

文
京
区
監
査
委
員 

 

渡 

部 

敏 

明 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

同 
 

 
 
 

松 

本 

理
惠
子 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

同 
 

 
 
 

岡 

﨑 

義 

顯 

 

文
京
区
議
会
議
長 

 

市 

村 

や
す
と
し 

様 

 
 

 

文
京
区
職
員
措
置
請
求
に
係
る
監
査
結
果
に
つ
い
て
（
通
知
） 

 

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
監
査
結
果
を
決
定
し
、
公
表
し
ま
し
た
の
で
通
知
い
た

し
ま
す
。 

 

 

文
京
区
職
員
措
置
請
求
監
査
結
果 

中
略
。 

四 

結
論 

（
一
） 

結
論 

 
 

以
上
に
よ
り
判
断
す
れ
ば
、
本
件
業
務
委
託
契
約
に
係
る
随
意
契
約
の

違
法
性
又
は
不
当
性
を
理
由
に
、
支
出
停
止
等
を
求
め
る
請
求
人
の
主
張

は
、
理
由
が
な
い
。 

 
 

ま
た
、
区
長
の
発
言
及
び
教
育
行
政
へ
の
関
与
の
有
無
、
次
年
度
契
約

の
見
直
し
等
の
請
求
人
の
主
張
に
つ
い
て
は
、
財
務
会
計
上
の
行
為
に
は

当
た
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
住
民
監
査
請
求
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
。
以
下

省
略
。 

 

二
〇
二
五
文
監
第
一
二
九
号

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

令

和

七

年

十

二

月

三

日

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

文
京
区
監
査
委
員 

 

渡 

部 

敏 

明 
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同 
 
 
 
 

松 

本 

理
惠
子 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同 
 
 
 
 

岡 

﨑 

義 

顯 

 

文
京
区
議
会
議
長 

 

市 

村 

や
す
と
し 

様 

 
 
 

令
和
七
年
度
十
月
分
例
月
出
納
検
査
結
果
の
報
告
に
つ
い
て
（
提
出
） 

 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
五
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
例
月
出
納
検
査
結
果
の
報
告
を
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
、
下
記
の
と
お
り
提
出
し
ま
す
。 

記 

一 

検
査
の
対
象 

会
計
管
理
者
所
管
の
一
般
会
計
及
び
特
別
会
計
に
属
す
る
令

和
七
年
度
十
月
分
の
現
金
の
出
納
及
び
保
管
状
況 

二 

検
査
年
月
日 

令
和
七
年
十
一
月
二
十
七
日
、
二
十
八
日 

三 

検
査
の
結
果 

⑴ 

現
金
出
納
状
況
及
び
現
金
保
管
状
況
に
つ
い
て
は
、
別

紙
「
現
金
出
納
保
管
表
」
の
と
お
り
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。 

⑵ 

収
支
の
計
数
に
つ
い
て
は
、
別
紙
「
歳
入
計
算
表
」
及

び
「
歳
出
計
算
表
」
の
と
お
り
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。 

〔
別
紙
省
略
〕 

 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

次
に
、
日
程
の
追
加
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

資
料
、
議
事
日
程
・
追
加
議
事
日
程
の
と
お
り
、
二
十
五
件
を
本
日
の
日
程
に

追
加
い
た
し
ま
す
。 

 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

こ
れ
よ
り
、
日
程
に
入
り
ま
す
。 

 

こ
の
際
、
日
程
の
順
序
を
変
更
し
、
追
加
日
程
第
十
六
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 
 
 

〔
議
事
調
査
主
査
朗
読
〕 

追
加
日
程
第
十
六

 
 
 
 
 
 

 
 
 

委
員
会
提
出
議
案
第
一
号 

固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
の
軽

減
措
置
の
継
続
を
求
め
る
意
見
書 

 

委
員
会
提
出
議
案
第
一
号 

 
 

 

固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
の
軽
減
措
置
の
継
続
を
求
め
る
意
見
書 

右
の
議
案
を
文
京
区
議
会
会
議
規
則
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
。 

 

令
和
七
年
十
二
月
十
五
日 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 
 

総
務
区
民
委
員
会
委
員
長 

 

白 

石 

英 

行 

 

文
京
区
議
会
議
長 

 

市 

村 

や
す
と
し 

 

様 

  
 

 

固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
の
軽
減
措
置
の
継
続
を
求
め
る
意
見
書 

 

長
期
化
し
た
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
に
加
え
、
物
価
高
騰
や
極
端
な
円
安
、
エ
ネ
ル
ギ

ー
・
原
材
料
費
の
上
昇
な
ど
に
よ
り
、
多
く
の
事
業
者
が
売
上
減
や
収
益
悪
化
に
直

面
し
、
事
業
の
存
続
が
危
ぶ
ま
れ
て
い
ま
す
。
特
に
、
青
色
申
告
者
を
含
む
小
規
模

事
業
者
は
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
導
入
後
、
課
税
事
業
者
へ
の
登
録
を
選
択
せ
ざ
る

を
得
な
い
場
面
も
増
え
、
こ
れ
ま
で
以
上
の
税
負
担
と
事
務
負
担
が
発
生
し
、
経
営

環
境
は
一
段
と
厳
し
く
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

例
え
ば
、
飲
食
業
や
小
売
業
で
は
仕
入
れ
価
格
の
高
騰
に
よ
り
値
上
げ
を
余
儀
な

く
さ
れ
、
顧
客
離
れ
が
進
ん
で
い
ま
す
。
製
造
業
や
建
設
業
で
は
資
材
価
格
の
高
騰

に
よ
り
採
算
が
悪
化
し
、
廃
業
を
検
討
す
る
事
業
者
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
都
独
自
の
軽
減
措
置
が
廃
止
さ
れ
れ
ば
、
事
業
継
続
や

都
民
生
活
に
深
刻
な
影
響
を
及
ぼ
し
、
地
域
経
済
や
日
本
経
済
の
回
復
に
も
悪
影
響

を
与
え
か
ね
ま
せ
ん
。 

 
よ
っ
て
、
文
京
区
議
会
は
、
東
京
都
に
対
し
、
下
記
の
軽
減
措
置
を
令
和
八
年
度

以
降
も
継
続
す
る
よ
う
要
望
し
ま
す
。 

記 

一 

小
規
模
住
宅
用
地
に
対
す
る
都
市
計
画
税
を
二
分
の
一
と
す
る
軽
減
措
置
。 

二 

小
規
模
非
住
宅
用
地
に
対
す
る
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
を
二
割
減
額
す
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る
減
免
措
置
。 

三 
商
業
地
等
に
お
け
る
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
負
担
水
準
の
上

限
を
六
五
％
に
引
き
下
げ
る
減
額
措
置
。 

 

以
上
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
し
ま
す
。 

 
 

年 
 

月 
 

日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

文
京
区
議
会
議
長
名 

東
京
都
知

事 

宛
て 

 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 
お
諮
り
い
た
し
ま
す
。 

 

委
員
会
提
出
議
案
第
一
号
は
、
総
務
区
民
委
員
会
委
員
長
か
ら
提
出
さ
れ
た
議

案
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
直
ち
に
原
案
を
可
決
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
御
異

議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。 

 
 
 

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
委
員
会
提

出
議
案
第
一
号
は
、
原
案
の
と
お
り
決
し
ま
し
た
。 

 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

次
に
、
日
程
第
一
か
ら
第
四
ま
で
の
四
件
を
一
括

し
て
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

〔
議
事
調
査
主
査
朗
読
〕 

日

程

第

一

 
 
 
 
 
 

 

議
案
第
三
十
八
号

 
 
 
 

 
 
 

 

文
京
区
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を

識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る

法
律
に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す

る
条
例 

日

程

第

二

 
 
 
 
 
 

 

議
案
第
四
十
九
号

 
 
 
 

 
 
 

 

文
京
区
男
女
平
等
セ
ン
タ
ー
の
指
定
管
理
者

の
指
定
に
つ
い
て 

日

程

第

三

 
 
 
 
 
 

 

議
案
第
五
十
号

 
 
 
 

 
 
 

 

文
京
区
立
ア
カ
デ
ミ
ー
文
京
等
の
指
定
管
理

者
の
指
定
に
つ
い
て 

日

程

第

四

 
 

 
 

 
 

 

議
案
第
三
十
七
号

 
 
 
 

 
 
 

 

令
和
七
年
度
文
京
区
一
般
会
計
補
正
予
算 

 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

本
案
に
関
し
、
総
務
区
民
委
員
会
委
員
長
の
報
告

を
求
め
ま
す
。 

〔
総
務
区
民
委
員
会
委
員
長
「
議
長
、
二
十
三
番
」
と
発
言
を
求
む
。
〕 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

総
務
区
民
委
員
会
委
員
長
白
石
英
行
議
員
。 

〔
総
務
区
民
委
員
会
委
員
長
白
石
英
行
議
員
登
壇
〕 

○
総
務
区
民
委
員
会
委
員
長
（
白
石
英
行
） 

 

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
議

案
第
三
十
八
号
、
第
四
十
九
号
及
び
第
五
十
号
並
び
に
第
三
十
七
号
の
四
議
案
に

つ
き
ま
し
て
、
総
務
区
民
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申

し
上
げ
ま
す
。 

 

本
委
員
会
は
、
十
二
月
十
一
日
に
開
会
し
、
議
案
の
審
査
に
当
た
り
ま
し
た
。 

 

ま
ず
、
議
案
の
概
要
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

議
案
第
三
十
八
号
は
、
文
京
区
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る

た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

本
案
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用

等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
、
個
人
番
号
を
利
用
す
る
事
務
を
追
加
す
る
も
の
で

す
。 

 

次
に
、
議
案
第
四
十
九
号
は
、
事
件
案
で
、
文
京
区
男
女
平
等
セ
ン
タ
ー
の
指

定
管
理
者
に
、
文
京
区
女
性
団
体
連
絡
会
を
指
定
す
る
も
の
で
す
。 

 
次
に
、
議
案
第
五
十
号
は
、
事
件
案
で
、
文
京
区
立
ア
カ
デ
ミ
ー
文
京
ほ
か
六

施
設
の
指
定
管
理
者
に
、
公
益
財
団
法
人
文
京
ア
カ
デ
ミ
ー
を
指
定
す
る
も
の
で

す
。 

 

最
後
に
、
議
案
第
三
十
七
号
は
、
令
和
七
年
度
文
京
区
一
般
会
計
補
正
予
算
で
、
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総
額
二
百
五
十
八
万
四
千
円
を
追
加
す
る
、
本
年
度
第
三
回
の
補
正
予
算
で
ご
ざ

い
ま
す
。 

 

そ
れ
で
は
、
予
算
総
則
第
一
条
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要

を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

今
回
の
補
正
は
、
大
塚
四
丁
目
の
土
地
及
び
建
物
取
得
に
係
る
不
動
産
鑑
定
に

要
す
る
経
費
を
計
上
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

財
源
に
つ
き
ま
し
て
は
、
全
額
、
繰
越
金
を
一
般
財
源
と
し
て
計
上
い
た
し
ま

し
た
。 

 

以
上
に
よ
り
、
一
般
会
計
の
総
額
は
、
一
千
六
百
八
十
億
七
千
六
百
二
十
九
万

九
千
円
と
な
り
ま
す
。 

 

次
に
、
予
算
総
則
第
二
条
は
債
務
負
担
行
為
の
補
正
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

大
塚
四
丁
目
の
土
地
及
び
建
物
取
得
に
つ
い
て
、
新
た
に
期
間
及
び
限
度
額
を

定
め
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

以
上
の
と
お
り
提
案
さ
れ
、
審
査
い
た
し
ま
し
た
結
果
、
議
案
第
三
十
八
号
、

第
四
十
九
号
及
び
第
五
十
号
並
び
に
第
三
十
七
号
の
四
議
案
に
つ
き
ま
し
て
、
い

ず
れ
も
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
決
定
に
際
し
、
日
本
共
産
党
委
員
よ
り
、
議
案
第
三
十

八
号
に
つ
い
て
、
反
対
す
る
旨
の
意
見
が
開
陳
さ
れ
ま
し
た
。 

 

以
上
を
も
ち
ま
し
て
、
総
務
区
民
委
員
会
の
報
告
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

御
清
聴
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

以
上
を
も
っ
て
総
務
区
民
委
員
会
委
員
長
の
報
告

は
終
わ
り
ま
し
た
。 

 

議
案
第
三
十
八
号
、
第
四
十
九
号
及
び
第
五
十
号
並
び
に
第
三
十
七
号
の
四
議

案
に
つ
き
ま
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
起
立
に
よ
り
採
決
い
た
し
ま
す
。 

 

こ
の
四
議
案
に
対
す
る
総
務
区
民
委
員
会
審
査
報
告
は
、
原
案
可
決
で
あ
り
ま

す
。 

 

な
お
、
三
十
三
番
関
川
け
さ
子
議
員
に
つ
き
ま
し
て
は
、
本
日
の
会
議
に
お
け

る
採
決
は
、
挙
手
を
も
っ
て
起
立
と
み
な
す
こ
と
と
い
た
し
ま
す
。 

 

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。 

 

議
案
第
三
十
八
号
に
つ
い
て
、
賛
成
の
議
員
の
起
立
を
求
め
ま
す
。 

 
 

 

〔
賛
成
者
起
立
〕 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

起
立
多
数
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
議
案
第
三
十

八
号
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
と
決
し
ま
し
た
。 

 

次
に
、
議
案
第
四
十
九
号
に
つ
い
て
、
賛
成
の
議
員
の
起
立
を
求
め
ま
す
。 

 
 

 

〔
賛
成
者
起
立
〕 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

全
員
起
立
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
議
案
第
四
十

九
号
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
と
決
し
ま
し
た
。 

 

次
に
、
議
案
第
五
十
号
に
つ
い
て
、
賛
成
の
議
員
の
起
立
を
求
め
ま
す
。 

 
 

 

〔
賛
成
者
起
立
〕 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

全
員
起
立
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
議
案
第
五
十

号
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
と
決
し
ま
し
た
。 

 

次
に
、
議
案
第
三
十
七
号
に
つ
い
て
、
賛
成
の
議
員
の
起
立
を
求
め
ま
す
。 

 
 

 

〔
賛
成
者
起
立
〕 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

全
員
起
立
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
議
案
第
三
十

七
号
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
と
決
し
ま
し
た
。 

 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

次
に
、
日
程
第
五
及
び
第
六
の
二
件
を
一
括
し
て

議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
〔
議
事
調
査
主
査
朗
読
〕 

日

程

第

五
 

 
 

 
 

 
 

議
案
第
三
十
九
号

 
 
 
 

 
 
 

 

文
京
区
指
定
障
害
児
通
所
支
援
の
事
業
等
の

人
員
、
設
備
及
び
運
営
等
の
基
準
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 
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日

程

第

六

 
 
 
 
 
 

 

議
案
第
四
十
号

 
 
 
 

 
 
 

 

文
京
区
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
人
員
、

設
備
及
び
運
営
等
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

本
案
に
関
し
、
厚
生
委
員
会
委
員
長
の
報
告
を
求

め
ま
す
。 〔

厚
生
委
員
会
委
員
長
「
議
長
、
一
番
」
と
発
言
を
求
む
。
〕 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 
厚
生
委
員
会
委
員
長
の
ぐ
ち
け
ん
た
ろ
う
議
員
。 

〔
厚
生
委
員
会
委
員
長
の
ぐ
ち
け
ん
た
ろ
う
議
員
登
壇
〕 

○
厚
生
委
員
会
委
員
長
（
の
ぐ
ち
け
ん
た
ろ
う
） 

 

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し

た
議
案
第
三
十
九
号
及
び
第
四
十
号
の
二
議
案
に
つ
き
ま
し
て
、
厚
生
委
員
会
に

お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

本
委
員
会
は
、
十
二
月
八
日
に
開
会
し
、
議
案
の
審
査
に
当
た
り
ま
し
た
。 

 

ま
ず
、
議
案
の
概
要
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

議
案
第
三
十
九
号
は
、
文
京
区
指
定
障
害
児
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設

備
及
び
運
営
等
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
で
す
。 

 

本
案
は
、
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及

び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
す
る
も
の
で
す
。 

 

次
に
、
議
案
第
四
十
号
は
、
文
京
区
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
人
員
、
設
備

及
び
運
営
等
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
で
す
。 

 

本
案
は
、
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
入
所
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営

に
関
す
る
基
準
等
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
す
る
も
の
で
す
。 

 

以
上
の
と
お
り
提
案
さ
れ
、
審
査
い
た
し
ま
し
た
結
果
、
議
案
第
三
十
九
号
及

び
第
四
十
号
の
二
議
案
に
つ
き
ま
し
て
は
、
い
ず
れ
も
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き

も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 

以
上
を
も
ち
ま
し
て
、
厚
生
委
員
会
の
報
告
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

御
清
聴
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

以
上
を
も
っ
て
、
厚
生
委
員
会
委
員
長
の
報
告
は

終
わ
り
ま
し
た
。 

 

議
案
第
三
十
九
号
及
び
第
四
十
号
の
二
議
案
に
つ
き
ま
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
起

立
に
よ
り
採
決
い
た
し
ま
す
。 

 

な
お
、
こ
の
二
議
案
に
対
す
る
厚
生
委
員
会
審
査
報
告
は
、
原
案
可
決
で
あ
り

ま
す
。 

 

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。 

 

議
案
第
三
十
九
号
に
つ
い
て
、
賛
成
の
議
員
の
起
立
を
求
め
ま
す
。 

 
 

 

〔
賛
成
者
起
立
〕 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

全
員
起
立
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
議
案
第
三
十

九
号
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
と
決
し
ま
し
た
。 

 

次
に
、
議
案
第
四
十
号
に
つ
い
て
、
賛
成
の
議
員
の
起
立
を
求
め
ま
す
。 

 
 

 

〔
賛
成
者
起
立
〕 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

全
員
起
立
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
議
案
第
四
十

号
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
と
決
し
ま
し
た
。 

 ○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

次
に
、
日
程
第
七
か
ら
第
十
五
ま
で
の
九
件
を
一

括
し
て
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

〔
議
事
調
査
主
査
朗
読
〕 

日

程

第

七

 
 

 
 

 
 

 

議
案
第
四
十
一
号

 
 
 
 

 
 
 

 

文
京
区
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
の

基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例 

日

程

第

八
 

 
 

 
 

 
 

議
案
第
四
十
二
号

 
 
 
 

 
 
 

 

文
京
区
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
設
備
及
び

運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例 

日

程

第

九

 
 

 
 

 
 

 
議
案
第
四
十
三
号

 
 
 
 

 
 
 

 

文
京
区
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
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域
型
保
育
事
業
の
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

日

程

第

十

 
 
 
 
 
 

 

議
案
第
四
十
四
号

 
 
 
 

 
 
 

 

文
京
区
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運

営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例 

日
程
第
十
一

 
 
 
 
 
 

 

議
案
第
四
十
五
号

 
 
 
 

 
 
 

 

文
京
区
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級

の
編
制
、
職
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

日
程
第
十
二

 
 
 
 
 
 

 

議
案
第
四
十
六
号

 
 
 
 

 
 
 

 

文
京
区
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
以
外
の

認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
の
要
件
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

日
程
第
十
三

 
 
 
 
 
 

 

議
案
第
四
十
七
号

 
 
 
 

 
 
 

 

文
京
区
一
時
保
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
の

基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例 

日
程
第
十
四

 
 
 
 
 
 

 

議
案
第
四
十
八
号

 
 
 
 

 
 
 

 

文
京
区
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備

及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例 

日
程
第
十
五

 
 
 
 
 
 

 

議
案
第
五
十
一
号

 
 
 
 

 
 
 

 

文
京
区
立
千
石
児
童
館
の
指
定
管
理
者
の
指

定
に
つ
い
て 

 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

本
案
に
関
し
、
文
教
委
員
会
委
員
長
の
報
告
を
求

め
ま
す
。 

 
 
 

〔
文
教
委
員
会
委
員
長
「
議
長
、
二
十
六
番
」
と
発
言
を
求
む
。
〕 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

文
教
委
員
会
委
員
長
上
田
ゆ
き
こ
議
員
。 

〔
文
教
委
員
会
委
員
長
上
田
ゆ
き
こ
議
員
登
壇
〕 

○
文
教
委
員
会
委
員
長
（
上
田
ゆ
き
こ
） 

 

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
議
案

第
四
十
一
号
か
ら
第
四
十
八
号
ま
で
及
び
第
五
十
一
号
の
九
議
案
に
つ
き
ま
し
て
、

文
教
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

本
委
員
会
は
、
十
二
月
九
日
に
開
会
し
、
議
案
の
審
査
に
当
た
り
ま
し
た
。 

 

ま
ず
、
議
案
の
概
要
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

議
案
第
四
十
一
号
は
、
文
京
区
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
で
す
。 

 

本
案
は
、
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
す
る
も
の
で
す
。 

 

次
に
、
議
案
第
四
十
二
号
は
、
文
京
区
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
設
備
及
び
運

営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
で
、
新
規
制
定
で
す
。 

 

本
案
は
、
児
童
福
祉
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
設
備

及
び
運
営
の
基
準
を
定
め
る
も
の
で
す
。 

 

議
案
第
四
十
三
号
は
、
文
京
区
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育

事
業
の
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
で
す
。 

 

本
案
は
、
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
す
る
も
の
で
す
。 

 

議
案
第
四
十
四
号
は
、
文
京
区
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
で
す
。 

 

本
案
は
、
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
す
る
も
の
で
す
。 

 

議
案
第
四
十
五
号
は
、
文
京
区
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
編
制
、

職
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
で
す
。 

 

本
案
は
、
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
す
る
も
の
で
す
。 

 

議
案
第
四
十
六
号
は
、
文
京
区
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
以
外
の
認
定
こ
ど

も
園
の
認
定
の
要
件
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
で
す
。 

 
本
案
は
、
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
す
る
も
の
で
す
。 

 

議
案
第
四
十
七
号
は
、
文
京
区
一
時
保
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
で
す
。 

 

本
案
は
、
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
す
る
も
の
で
す
。 
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議
案
第
四
十
八
号
は
、
文
京
区
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営

の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
で
す
。 

 

本
案
は
、
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
す
る
も
の
で
す
。 

 

議
案
第
五
十
一
号
は
、
事
件
案
で
、
文
京
区
立
千
石
児
童
館
の
指
定
管
理
者
に
、

株
式
会
社
日
本
保
育
サ
ー
ビ
ス
を
指
定
す
る
も
の
で
す
。 

 

指
定
の
期
間
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
五
年
で
す
。 

 

以
上
の
と
お
り
提
案
さ
れ
、
審
査
い
た
し
ま
し
た
結
果
、
議
案
第
四
十
一
号
か

ら
第
四
十
八
号
ま
で
及
び
第
五
十
一
号
の
九
議
案
に
つ
き
ま
し
て
は
、
い
ず
れ
も

原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
決
定
に
際
し
、
日
本
共
産
党
委
員
よ
り
、
議
案
第
四
十

二
号
に
つ
い
て
、
反
対
す
る
旨
の
意
見
が
開
陳
さ
れ
ま
し
た
。 

 

以
上
を
も
ち
ま
し
て
、
文
教
委
員
会
の
報
告
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

御
清
聴
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

以
上
を
も
っ
て
、
文
教
委
員
会
委
員
長
の
報
告
は

終
わ
り
ま
し
た
。 

 

議
案
第
四
十
一
号
か
ら
第
四
十
八
号
ま
で
及
び
第
五
十
一
号
の
九
議
案
に
つ
き

ま
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
起
立
に
よ
り
採
決
い
た
し
ま
す
。 

 

な
お
、
こ
の
九
議
案
に
対
す
る
文
教
委
員
会
審
査
報
告
は
、
原
案
可
決
で
あ
り

ま
す
。 

 

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。 

 

議
案
第
四
十
一
号
に
つ
い
て
、
賛
成
の
議
員
の
起
立
を
求
め
ま
す
。 

〔
賛
成
者
起
立
〕 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

全
員
起
立
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
議
案
第
四
十

一
号
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
と
決
し
ま
し
た
。 

 

次
に
、
議
案
第
四
十
二
号
に
つ
い
て
、
賛
成
の
議
員
の
起
立
を
求
め
ま
す
。 

〔
賛
成
者
起
立
〕 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

起
立
多
数
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
議
案
第
四
十

二
号
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
と
決
し
ま
し
た
。 

 

次
に
、
議
案
第
四
十
三
号
に
つ
い
て
、
賛
成
の
議
員
の
起
立
を
求
め
ま
す
。 

〔
賛
成
者
起
立
〕 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

全
員
起
立
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
議
案
第
四
十

三
号
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
と
決
し
ま
し
た
。 

 

次
に
、
議
案
第
四
十
四
号
に
つ
い
て
、
賛
成
の
議
員
の
起
立
を
求
め
ま
す
。 

〔
賛
成
者
起
立
〕 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

全
員
起
立
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
議
案
第
四
十

四
号
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
と
決
し
ま
し
た
。 

 

次
に
、
議
案
第
四
十
五
号
に
つ
い
て
、
賛
成
の
議
員
の
起
立
を
求
め
ま
す
。 

〔
賛
成
者
起
立
〕 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

全
員
起
立
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
議
案
第
四
十

五
号
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
と
決
し
ま
し
た
。 

 

次
に
、
議
案
第
四
十
六
号
に
つ
い
て
、
賛
成
の
議
員
の
起
立
を
求
め
ま
す
。 

〔
賛
成
者
起
立
〕 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

全
員
起
立
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
議
案
第
四
十

六
号
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
と
決
し
ま
し
た
。 

 

次
に
、
議
案
第
四
十
七
号
に
つ
い
て
、
賛
成
の
議
員
の
起
立
を
求
め
ま
す
。 

〔
賛
成
者
起
立
〕 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

全
員
起
立
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
議
案
第
四
十

七
号
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
と
決
し
ま
し
た
。 

 
次
に
、
議
案
第
四
十
八
号
に
つ
い
て
、
賛
成
の
議
員
の
起
立
を
求
め
ま
す
。 

〔
賛
成
者
起
立
〕 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

全
員
起
立
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
議
案
第
四
十

八
号
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
と
決
し
ま
し
た
。 
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次
に
、
議
案
第
五
十
一
号
に
つ
い
て
、
賛
成
の
議
員
の
起
立
を
求
め
ま
す
。 

〔
賛
成
者
起
立
〕 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

全
員
起
立
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
議
案
第
五
十

一
号
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
と
決
し
ま
し
た
。 

 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

次
に
、
追
加
日
程
第
十
七
か
ら
第
十
九
ま
で
の
三

件
を
一
括
し
て
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

〔
議
事
調
査
主
査
朗
読
〕 

追
加
日
程
第
十
七

 
 
 
 
 
 

 
 
 

議
案
第
五
十
八
号

 
 
 
 
 
 
 
 

 

小
石
川
運
動
場
改
修
工
事
請
負
契
約 

追
加
日
程
第
十
八

 
 
 
 
 
 

 
 
 

議
案
第
五
十
九
号

 
 
 
 
 

 
 
 
 

文
京
シ
ビ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
二
十
五
階

旧
レ
ス
ト
ラ
ン
改
修
工
事
請
負
契
約 

追
加
日
程
第
十
九

 
 
 
 
 
 

 
 
 

議

案

第

六

十

号

 
 
 
 
 

 
 
 
 

文
京
シ
ビ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
二
十
五
階

旧
レ
ス
ト
ラ
ン
改
修
機
械
設
備
工
事

請
負
契
約 

 

〔
議
案
の
部
に
掲
載
〕 

 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

本
案
に
関
し
、
提
案
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。 

〔
佐
藤
正
子
副
区
長
「
議
長
、
副
区
長
」
と
発
言
を
求
む
。
〕 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

佐
藤
正
子
副
区
長
。 

〔
佐
藤
正
子
副
区
長
登
壇
〕 

○
副
区
長
（
佐
藤
正
子
） 

 

た
だ
い
ま
上
程
さ
れ
ま
し
た
議
案
第
五
十
八
号
か
ら

第
六
十
号
ま
で
の
三
議
案
に
つ
き
ま
し
て
、
提
案
理
由
の
御
説
明
を
申
し
上
げ
ま

す
。 

 

議
案
第
五
十
八
号
は
、
事
件
案
で
、
小
石
川
運
動
場
改
修
工
事
請
負
契
約
で
ご

ざ
い
ま
す
。 

 

本
案
は
、
制
限
付
き
一
般
競
争
入
札
に
よ
る
契
約
で
、
契
約
金
額
は
、
金
二
億

九
千
七
百
万
円
、
契
約
の
相
手
方
は
、
長
谷
川
・
高
橋
建
設
共
同
企
業
体
で
ご
ざ

い
ま
す
。 

 

議
案
第
五
十
九
号
は
、
事
件
案
で
、
文
京
シ
ビ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
二
十
五
階
旧
レ

ス
ト
ラ
ン
改
修
工
事
請
負
契
約
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

本
案
は
、
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
八
号
の
規
定
に

よ
る
随
意
契
約
で
、
契
約
金
額
は
、
金
一
億
八
千
三
十
七
万
八
千
円
、
契
約
の
相

手
方
は
、
東
京
都
文
京
区
千
石
三
丁
目
二
十
九
番
二
十
六
‐
一
〇
一
号
、
山
口
建

設
株
式
会
社
、
代
表
取
締
役
山
口
巖
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

議
案
第
六
十
号
は
、
事
件
案
で
、
文
京
シ
ビ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
二
十
五
階
旧
レ
ス

ト
ラ
ン
改
修
機
械
設
備
工
事
請
負
契
約
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

本
案
は
、
制
限
付
き
一
般
競
争
入
札
に
よ
る
契
約
で
、
契
約
金
額
は
、
金
二
億

九
千
九
百
二
十
万
円
、
契
約
の
相
手
方
は
、
酒
井
・
松
嶋
建
設
共
同
企
業
体
で
ご

ざ
い
ま
す
。 

 

以
上
御
説
明
申
し
上
げ
ま
し
た
三
議
案
に
つ
き
ま
し
て
、
よ
ろ
し
く
御
審
議
の

上
、
い
ず
れ
も
原
案
の
と
お
り
御
可
決
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

以
上
を
も
っ
て
提
案
理
由
の
説
明
は
終
わ
り
ま
し

た
。 

 

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。 

 

議
案
第
五
十
八
号
か
ら
第
六
十
号
ま
で
の
三
件
は
、
総
務
区
民
委
員
会
に
付
託

し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。 

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
議
案
第
五

十
八
号
か
ら
第
六
十
号
ま
で
の
三
件
は
、
総
務
区
民
委
員
会
に
付
託
す
る
こ
と
に

決
し
ま
し
た
。 
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○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

次
に
、
追
加
日
程
第
二
十
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 
 
 

〔
議
事
調
査
主
査
朗
読
〕 

追
加
日
程
第
二
十

 
 
 
 
 
 

 
 
 

議
案
第
六
十
一
号

 
 
 
 
 

 
 
 
 

訴
訟
上
の
和
解
に
つ
い
て 

 

 
 
 

〔
議
案
の
部
に
掲
載
〕 

 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

本
案
に
関
し
、
提
案
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。 

〔
佐
藤
正
子
副
区
長
「
議
長
、
副
区
長
」
と
発
言
を
求
む
。
〕 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 
佐
藤
正
子
副
区
長
。 

〔
佐
藤
正
子
副
区
長
登
壇
〕 

○
副
区
長
（
佐
藤
正
子
） 

 

た
だ
い
ま
上
程
さ
れ
ま
し
た
議
案
第
六
十
一
号
に
つ

き
ま
し
て
、
提
案
理
由
の
御
説
明
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

議
案
第
六
十
一
号
は
、
事
件
案
で
、
訴
訟
上
の
和
解
に
つ
い
て
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

本
案
は
、
令
和
五
年
六
月
定
例
議
会
に
お
い
て
議
決
い
た
だ
き
、
提
起
し
た
住

宅
明
渡
し
等
の
請
求
に
関
す
る
民
事
訴
訟
に
つ
い
て
、
被
告
で
あ
る
区
立
住
宅
の

占
有
者
と
原
告
で
あ
る
本
区
と
の
間
で
、
当
該
住
宅
に
係
る
売
買
契
約
の
締
結
、

賃
料
相
当
分
の
金
員
支
払
債
務
の
確
認
、
支
払
方
法
等
に
関
し
、
和
解
内
容
の
合

意
を
見
ま
し
た
の
で
、
地
方
自
治
法
第
九
十
六
条
第
一
項
第
十
二
号
の
規
定
に
よ

り
、
提
案
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

以
上
御
説
明
申
し
上
げ
ま
し
た
議
案
に
つ
き
ま
し
て
、
よ
ろ
し
く
御
審
議
の
上
、

原
案
の
と
お
り
御
可
決
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

以
上
を
も
っ
て
提
案
理
由
の
説
明
は
終
わ
り
ま
し

た
。 

 

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。 

 

議
案
第
六
十
一
号
は
、
建
設
委
員
会
に
付
託
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
御

異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
議
案
第
六

十
一
号
は
、
建
設
委
員
会
に
付
託
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。 

 

こ
の
際
、
委
員
会
審
査
の
た
め
、
会
議
を
暫
時
休
憩
い
た
し
ま
す
。 

 

総
務
区
民
委
員
会
及
び
建
設
委
員
会
の
委
員
の
方
々
は
、
順
次
、
第
一
委
員
会

室
に
御
参
集
く
だ
さ
い
。 

午
後
二
時
二
十
八
分
休
憩 

 

午
後
五
時
十
五
分
再
開 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

休
憩
前
に
引
き
続
き
ま
し
て
、
会
議
を
再
開
い
た

し
ま
す
。 

 

こ
の
際
、
総
務
区
民
委
員
会
か
ら
議
案
第
五
十
八
号
か
ら
第
六
十
号
ま
で
の
三

議
案
に
つ
い
て
、
建
設
委
員
会
か
ら
議
案
第
六
十
一
号
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
議

案
審
査
報
告
書
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
本
日
の
日
程
に
追
加
い
た
し
ま
す
。 

 

ま
ず
、
議
案
第
五
十
八
号
、
小
石
川
運
動
場
改
修
工
事
請
負
契
約
、
議
案
第
五

十
九
号
、
文
京
シ
ビ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
二
十
五
階
旧
レ
ス
ト
ラ
ン
改
修
工
事
請
負
契

約
、
議
案
第
六
十
号
、
文
京
シ
ビ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
二
十
五
階
旧
レ
ス
ト
ラ
ン
改
修

機
械
設
備
工
事
請
負
契
約
の
三
議
案
を
一
括
し
て
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 

本
案
に
関
し
、
総
務
区
民
委
員
会
委
員
長
の
報
告
を
求
め
ま
す
。 

〔
総
務
区
民
委
員
会
委
員
長
「
議
長
、
二
十
三
番
」
と
発
言
を
求
む
。
〕 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

総
務
区
民
委
員
会
委
員
長
白
石
英
行
議
員
。 

〔
総
務
区
民
委
員
会
委
員
長
白
石
英
行
議
員
登
壇
〕 

○
総
務
区
民
委
員
会
委
員
長
（
白
石
英
行
） 

 

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
議

案
第
五
十
八
号
か
ら
第
六
十
号
の
三
議
案
に
つ
き
ま
し
て
、
総
務
区
民
委
員
会
に

お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

本
委
員
会
は
先
刻
開
会
し
、
議
案
の
審
査
に
当
た
り
ま
し
た
。 
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ま
ず
、
議
案
の
概
要
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
議
案
第
五
十
八
号
は
、
事
件
案
で
、
小
石
川
運
動
場
改
修
工
事
請
負
契
約
で
す
。 

 

本
案
は
、
制
限
付
き
一
般
競
争
入
札
に
よ
る
契
約
で
、
契
約
金
額
は
、
金
二
億

九
千
七
百
万
円
、
契
約
の
相
手
方
は
、
長
谷
川
・
高
橋
建
設
共
同
企
業
体
で
す
。 

 

次
に
、
議
案
第
五
十
九
号
は
、
事
件
案
で
、
文
京
シ
ビ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
二
十
五

階
旧
レ
ス
ト
ラ
ン
改
修
工
事
請
負
契
約
で
す
。 

 

本
案
は
、
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
八
号
の
規
定
に

よ
る
随
意
契
約
で
、
契
約
金
額
は
、
金
一
億
八
千
三
十
七
万
八
千
円
、
契
約
の
相

手
方
は
、
東
京
都
文
京
区
千
石
三
丁
目
二
十
九
番
二
十
六
‐
一
〇
一
号
、
山
口
建

設
株
式
会
社
、
代
表
取
締
役
山
口
巖
で
す
。 

 

最
後
に
、
議
案
第
六
十
号
は
、
事
件
案
で
、
文
京
シ
ビ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
二
十
五

階
旧
レ
ス
ト
ラ
ン
改
修
機
械
設
備
工
事
請
負
契
約
で
す
。 

 

本
案
は
、
制
限
付
き
一
般
競
争
入
札
に
よ
る
契
約
で
、
契
約
金
額
は
、
金
二
億

九
千
九
百
二
十
万
円
、
契
約
の
相
手
方
は
、
酒
井
・
松
嶋
建
設
共
同
企
業
体
で
す
。 

 

以
上
の
と
お
り
提
案
さ
れ
、
審
査
い
た
し
ま
し
た
結
果
、
議
案
第
五
十
八
号
か

ら
第
六
十
号
ま
で
の
三
議
案
に
つ
き
ま
し
て
は
、
い
ず
れ
も
原
案
ど
お
り
可
決
す

べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
決
定
に
際
し
、
日
本
共
産
党
委
員
よ
り
、
議
案
第
五
十

九
号
及
び
第
六
十
号
に
つ
い
て
、
反
対
す
る
旨
の
意
見
が
開
陳
さ
れ
ま
し
た
。 

 

以
上
を
も
ち
ま
し
て
、
総
務
区
民
委
員
会
の
報
告
を
終
わ
り
ま
す
。 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

以
上
を
も
っ
て
総
務
区
民
委
員
会
委
員
長
の
報
告

は
終
わ
り
ま
し
た
。 

 

議
案
第
五
十
八
号
か
ら
第
六
十
号
ま
で
の
三
議
案
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
起
立

に
よ
り
採
決
い
た
し
ま
す
。 

 

な
お
、
こ
の
三
議
案
に
対
す
る
総
務
区
民
委
員
会
審
査
報
告
は
、
原
案
可
決
で

あ
り
ま
す
。 

 

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。 

 

議
案
第
五
十
八
号
に
つ
い
て
、
賛
成
の
議
員
の
起
立
を
求
め
ま
す
。 

〔
賛
成
者
起
立
〕 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

全
員
起
立
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
議
案
第
五
十

八
号
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
と
決
し
ま
し
た
。 

 

次
に
、
議
案
第
五
十
九
号
に
つ
い
て
、
賛
成
の
議
員
の
起
立
を
求
め
ま
す
。 

〔
賛
成
者
起
立
〕 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

起
立
多
数
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
議
案
第
五
十

九
号
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
と
決
し
ま
し
た
。 

 

次
に
、
議
案
第
六
十
号
に
つ
い
て
、
賛
成
の
議
員
の
起
立
を
求
め
ま
す
。 

〔
賛
成
者
起
立
〕 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

起
立
多
数
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
議
案
第
六
十

号
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
と
決
し
ま
し
た
。 

 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

次
に
、
議
案
第
六
十
一
号
、
訴
訟
上
の
和
解
に
つ

い
て
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 

本
案
に
関
し
、
建
設
委
員
会
委
員
長
の
報
告
を
求
め
ま
す
。 

〔
建
設
委
員
会
委
員
長
「
議
長
、
三
番
」
と
発
言
を
求
む
。
〕 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

建
設
委
員
会
委
員
長
松
平
雄
一
郎
議
員
。 

〔
建
設
委
員
会
委
員
長
松
平
雄
一
郎
議
員
登
壇
〕 

○
建
設
委
員
会
委
員
長
（
松
平
雄
一
郎
） 

 

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
議
案

第
六
十
一
号
に
つ
き
ま
し
て
、
建
設
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を

御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

本
委
員
会
は
先
刻
開
会
し
、
議
案
の
審
査
に
当
た
り
ま
し
た
。 

 

ま
ず
、
議
案
の
概
要
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

議
案
第
六
十
一
号
は
、
訴
訟
上
の
和
解
に
つ
い
て
で
す
。 
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本
案
は
、
令
和
五
年
六
月
定
例
議
会
に
お
い
て
議
決
い
た
だ
き
、
提
起
し
た
住

宅
明
渡
し
等
の
請
求
に
関
す
る
民
事
訴
訟
に
つ
い
て
、
被
告
で
あ
る
区
立
住
宅
の

占
有
者
と
原
告
で
あ
る
本
区
と
の
間
で
、
当
該
住
宅
に
係
る
売
買
契
約
の
締
結
、

賃
料
相
当
分
の
金
員
支
払
債
務
の
確
認
、
支
払
方
法
等
に
関
し
、
和
解
内
容
の
合

意
を
見
た
も
の
で
、
地
方
自
治
法
第
九
十
六
条
第
一
項
第
十
二
号
の
規
定
に
よ
る

も
の
で
す
。 

 

以
上
の
と
お
り
提
案
さ
れ
、
審
査
い
た
し
ま
し
た
結
果
、
議
案
第
六
十
一
号
に

つ
き
ま
し
て
は
、
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
決
定
に
際
し
、
区
民
が
主
役
委
員
よ
り
、
議
案
第
六
十

一
号
に
つ
い
て
、
反
対
す
る
旨
の
意
見
が
開
陳
さ
れ
ま
し
た
。 

 

以
上
を
も
ち
ま
し
て
、
建
設
委
員
会
の
報
告
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

御
清
聴
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

以
上
を
も
っ
て
、
建
設
委
員
会
委
員
長
の
報
告
は

終
わ
り
ま
し
た
。 

 

議
案
第
六
十
一
号
に
つ
き
ま
し
て
は
、
起
立
に
よ
り
採
決
い
た
し
ま
す
。 

 

な
お
、
こ
の
議
案
に
対
す
る
建
設
委
員
会
審
査
報
告
は
、
原
案
可
決
で
あ
り
ま

す
。 

 

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。 

 

議
案
第
六
十
一
号
に
つ
い
て
、
賛
成
の
議
員
の
起
立
を
求
め
ま
す
。 

 
 
 

〔
賛
成
者
起
立
〕 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

起
立
多
数
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
議
案
第
六
十

一
号
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
と
決
し
ま
し
た
。 

 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

次
に
、
追
加
日
程
第
二
十
一
か
ら
第
四
十
ま
で
の

二
十
件
を
一
括
し
て
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

〔
議
事
調
査
主
査
朗
読
〕 

追
加
日
程
第
二
十
一

 
 

 
 

 
 

 
 

 

請
願
受
理
第
四
十
二
号

 
 

 
 
 
 

 
 
 

固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
の
軽

減
措
置
の
継
続
に
つ
い
て
意
見
書
の

提
出
に
関
す
る
請
願 

追
加
日
程
第
二
十
二

 
 

 
 

 
 

 
 

 

請
願
受
理
第
四
十
三
号

 
 

 
 
 
 

 
 
 

固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
の
軽

減
措
置
の
継
続
に
つ
い
て
意
見
書
の

提
出
に
関
す
る
請
願 

追
加
日
程
第
二
十
三

 
 

 
 

 
 

 
 

 

請
願
受
理
第
四
十
四
号

 
 
 
 

 
 
 

 
 

場
外
馬
券
売
り
場
（
後
楽
園
オ
フ

ト
）
の
撤
去
を
求
め
る
請
願 

追
加
日
程
第
二
十
四

 
 

 
 

 
 

 
 

 

請
願
受
理
第
四
十
五
号

 
 

 
 
 
 

 
 
 

ゲ
ノ
ム
編
集
食
品
の
表
示
の
義
務
化

を
求
め
る
請
願 

追
加
日
程
第
二
十
五

 
 

 
 

 
 

 
 

 

請
願
受
理
第
四
十
六
号

 
 

 
 
 
 

 
 
 

「
文
の
京
」
で
人
身
取
引
の
疑
い
が

か
け
ら
れ
る
事
件
の
発
生
を
防
ぐ
た

め
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
区
民
へ
の
啓

発
強
化
を
求
め
る
請
願 

追
加
日
程
第
二
十
六

 
 

 
 

 
 

 
 

 

請
願
受
理
第
四
十
七
号

 
 

 
 
 

 
 
 

 

全
職
員
対
象
に
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト

調
査
を
実
施
し
、
そ
れ
に
基
づ
き
全

職
員
の
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
力
向
上

に
取
り
組
む
こ
と
を
求
め
る
請
願 

追
加
日
程
第
二
十
七

 
 

 
 

 
 

 
 

 

請
願
受
理
第
四
十
八
号

 
 

 
 
 
 

 
 
 

議
員
選
出
監
査
委
員
を
廃
止
し
た
自

治
体
の
先
行
事
例
を
研
究
し
、
そ
の

メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト
を
検
証
し
、

区
民
と
情
報
共
有
を
求
め
る
請
願 

追
加
日
程
第
二
十
八

 
 

 
 

 
 

 
 

 

請
願
受
理
第
四
十
九
号

 
 

 
 
 
 

 
 
 

ワ
ク
チ
ン
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の

救
済
を
求
め
る
請
願 

追
加
日
程
第
二
十
九

 
 

 
 

 
 

 
 

 

請
願
受
理
第
五
十
号

 
 

 
 
 

 
 
 

 

高
齢
単
身
者
（
い
わ
ゆ
る
「
高
齢
お

ひ
と
り
さ
ま
」
）
に
対
す
る
支
援
の



令和７年１２月１５日 本会議（速報版） 

－17－ 

強
化
・
充
実
を
求
め
る
請
願 

追
加
日
程
第
三
十

 
 
 
 
 
 

 
 
 

請
願
受
理
第
五
十
一
号

 
 
 
 
 
 
 
 

 

文
京
区
に
お
い
て
も
「
民
泊
」
の
規

制
強
化
を
求
め
る
請
願 

追
加
日
程
第
三
十
一

 
 
 
 
 
 

 
 
 

請
願
受
理
第
五
十
二
号

 
 
 
 
 
 
 
 

 

区
民
参
画
の
充
実
・
強
化
を
通
じ
て

安
心
・
安
全
を
目
指
す
「
文
の
京
」

ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
（
仮
称
）
の

検
討
に
向
け
た
研
究
を
求
め
る
請
願 

追
加
日
程
第
三
十
二

 
 
 
 
 
 

 
 
 

請
願
受
理
第
五
十
三
号

 
 
 
 
 
 
 
 

 

都
市
計
画
道
路
の
整
備
に
地
元
住
民

と
の
対
話
・
熟
議
を
位
置
づ
け
「
環

状
三
号
線
」
の
区
内
延
伸
未
整
備
区

間
は
「
廃
止
」
を
東
京
都
に
求
め
る

請
願 

追
加
日
程
第
三
十
三

 
 
 
 
 
 

 
 
 

請
願
受
理
第
五
十
四
号

 
 
 
 
 
 
 
 

 

教
員
の
多
忙
化
を
解
消
す
る
為
に
教

員
を
増
や
し
、
更
な
る
少
人
数
学
級

実
現
を
求
め
る
請
願 

追
加
日
程
第
三
十
四

 
 
 
 
 
 

 
 
 

請
願
受
理
第
五
十
五
号

 
 
 
 
 
 
 
 

 

オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
給
食
の
実
現
を
求
め

る
請
願 

追
加
日
程
第
三
十
五

 
 
 
 
 
 

 
 
 

請
願
受
理
第
五
十
六
号

 
 
 
 
 
 
 
 

 

「
小
日
向
台
町
小
学
校
改
築
計
画
を

見
直
す
」
こ
と
を
求
め
る
請
願 

追
加
日
程
第
三
十
六

 
 
 
 
 
 

 
 
 

請
願
受
理
第
五
十
七
号

 
 
 
 
 

 
 
 
 

一
歩
先
行
く
自
治
体
と
し
て
、
文
京

区
に
お
い
て
義
務
教
育
費
及
び
関
連

教
材
費
等
の
完
全
無
償
化
を
早
期
に

実
現
す
る
こ
と
を
求
め
る
請
願 

追
加
日
程
第
三
十
七

 
 
 
 
 
 

 
 
 

請
願
受
理
第
五
十
八
号

 
 
 
 
 
 
 
 

 

文
京
区
教
育
委
員
会
の
臨
時
会
の
会

議
録
も
会
議
規
則
に
基
づ
き
作
成
し
、

区
Ｈ
Ｐ
を
通
じ
て
区
民
に
公
表
す
る

こ
と
を
求
め
る
請
願 

追
加
日
程
第
三
十
八

 
 

 
 

 
 

 
 

 

請
願
受
理
第
五
十
九
号

 
 

 
 
 
 

 
 
 

竹
早
公
園
・
小
石
川
図
書
館
の
再
整

備
の
基
本
計
画
づ
く
り
な
ど
の
進
捗

状
況
を
適
宜
適
切
に
区
民
に
知
ら
せ

る
こ
と
を
求
め
る
請
願 

追
加
日
程
第
三
十
九

 
 

 
 

 
 

 
 

 

請
願
受
理
第
六
十
号

 
 
 

 
 
 
 
 

 

区
議
会
の
委
員
会
に
お
い
て
「
請

願
」
審
議
を
深
め
る
仕
組
み
を
整
え

る
こ
と
を
求
め
る
請
願 

追
加
日
程
第
四
十

 
 

 
 

 
 

 
 

 

請
願
受
理
第
六
十
一
号

 
 

 
 
 
 

 
 
 

文
京
区
議
会
議
員
の
政
務
活
動
費
の

情
報
開
示
を
進
め
、
透
明
性
を
高
め

る
こ
と
を
求
め
る
請
願 

 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

本
件
に
関
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
委
員
会
か
ら
請
願
審

査
報
告
書
が
提
出
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
書
記
よ
り
朗
読
い
た
し
ま
す
。 

〔
議
事
調
査
主
査
朗
読
〕 

令
和
七
年
十
二
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

総
務
区
民
委
員
会
委
員
長 

 

白 

石 

英 

行 

文
京
区
議
会
議
長 

市 

村 

や
す
と
し 

様 

 
 

 
 

 

総
務
区
民
委
員
会
請
願
審
査
報
告
書 

 

令
和
七
年
十
一
月
二
十
一
日
、
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
請
願
に
つ
い
て
は
、

十
二
月
十
一
日
審
査
の
結
果
、
下
記
の
と
お
り
決
定
し
た
の
で
報
告
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

記 

一 
請
願
受
理
第
四
十
二
号 

 

・
件 

 
 

名 

固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
の
軽
減
措
置
の
継
続
に
つ
い
て

意
見
書
の
提
出
に
関
す
る
請
願 

 

・
請 

願 

者 
文
京
区
本
駒
込
一
丁
目
二
番
五
号 

ル
ネ
文
京
白
山 
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一
般
社
団
法
人 

本
郷
青
色
申
告
会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会
長 

 

松 

岡 

隆 

司 

 

・
審
査
の
結
果 

採
択
・
・
・
・
関
係
機
関
送
付 

 

・
意 

 
 

見 

趣
旨
は
妥
当
で
あ
る
。 

 

二 

請
願
受
理
第
四
十
三
号 

 

・
件 

 
 

名 

固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
の
軽
減
措
置
の
継
続
に
つ
い
て

意
見
書
の
提
出
に
関
す
る
請
願 

 

・
請 

願 

者 

文
京
区
小
日
向
一
丁
目
一
番
八
号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

藤
和
小
日
向
ホ
ー
ム
ズ
一
階 

 
 
 
 
 
 
 
 

一
般
社
団
法
人 

小
石
川
青
色
申
告
会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会
長 
 

赤 

司 

幸 

勇 

 

・
審
査
の
結
果 

採
択
・
・
・
・
関
係
機
関
送
付 

 

・
意 

 
 

見 

趣
旨
は
妥
当
で
あ
る
。 

 

三 

請
願
受
理
第
四
十
四
号 

 

・
件 

 
 

名 

場
外
馬
券
売
り
場
（
後
楽
園
オ
フ
ト
）
の
撤
去
を
求
め
る
請
願 

・
請 

願 

者 

文
京
区
本
駒
込
五
丁
目
十
五
番
十
二
号 

 
 
 
 
 
 
 
 

新
日
本
婦
人
の
会
文
京
支
部 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

支
部
長 

 

小 

竹 

紘 

子 

 

・
審
査
の
結
果 

不
採
択 

 

・
意 

 
 

見 

趣
旨
に
沿
い
難
い
。 

 

四 

請
願
受
理
第
四
十
五
号 

 

・
件 

 
 

名 

ゲ
ノ
ム
編
集
食
品
の
表
示
の
義
務
化
を
求
め
る
請
願 

 

・
請 

願 

者 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

 
 

 
 

 
 

 
 

・ 

・ 

・ 

・ 

 

・
審
査
の
結
果 

不
採
択 

 

・
意 
 

 

見 

趣
旨
に
沿
い
難
い
。 

 

五 

請
願
受
理
第
四
十
六
号 

 

・
件 

 
 

名 

「
文
の
京
」
で
人
身
取
引
の
疑
い
が
か
け
ら
れ
る
事
件
の
発
生

を
防
ぐ
た
め
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
区
民
へ
の
啓
発
強
化
を
求
め

る
請
願 

 

・
請 

願 

者 

文
京
区
千
石
四
丁
目
三
十
五
番
十
六
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

「
文
の
京
」
Ｆ
ｕ
ｔ
ｕ
ｒ
ｅ 

Ｄ
ｅ
ｓ
ｉ
ｇ
ｎ 

Ｉ
ｎ
ｉ
ｔ
ｉ

ａ
ｔ
ｉ
ｖ
ｅ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

屋
和
田 

珠 

里 

 

・
審
査
の
結
果 

不
採
択 

 

・
意 

 
 

見 

趣
旨
に
沿
い
難
い
。 

 

六 

請
願
受
理
第
四
十
七
号 

 

・
件 

 
 

名 

全
職
員
対
象
に
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
調
査
を
実
施
し
、
そ
れ
に

基
づ
き
全
職
員
の
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
力
向
上
に
取
り
組
む
こ

と
を
求
め
る
請
願 

 
・
請 

願 

者 

文
京
区
千
石
四
丁
目
三
十
五
番
十
六
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

「
文
の
京
」
Ｆ
ｕ
ｔ
ｕ
ｒ
ｅ 

Ｄ
ｅ
ｓ
ｉ
ｇ
ｎ 

Ｉ
ｎ
ｉ
ｔ
ｉ

ａ
ｔ
ｉ
ｖ
ｅ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

屋
和
田 

珠 

里 

 

・
審
査
の
結
果 

不
採
択 

 

・
意 

 
 

見 
趣
旨
に
沿
い
難
い
。 
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七 
請
願
受
理
第
四
十
八
号 

 

・
件 

 
 

名 

議
員
選
出
監
査
委
員
を
廃
止
し
た
自
治
体
の
先
行
事
例
を
研
究

し
、
そ
の
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト
を
検
証
し
、
区
民
と
情
報

共
有
を
求
め
る
請
願 

 

・
請 

願 

者 
文
京
区
千
石
四
丁
目
三
十
五
番
十
六
号 

 
 
 
 
 
 
 
 

「
文
の
京
」
Ｆ
ｕ
ｔ
ｕ
ｒ
ｅ 

Ｄ
ｅ
ｓ
ｉ
ｇ
ｎ 

Ｉ
ｎ
ｉ
ｔ
ｉ

ａ
ｔ
ｉ
ｖ
ｅ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

屋
和
田 

珠 

里 

 

・
審
査
の
結
果 

不
採
択 

 

・
意 

 
 

見 

趣
旨
に
沿
い
難
い
。 

 令
和
七
年
十
二
月
十
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

厚
生
委
員
会
委
員
長 

 
の
ぐ
ち 

け
ん
た
ろ
う 

文
京
区
議
会
議
長 

市 

村 

や
す
と
し 

様 

 
 
 
 
 

厚
生
委
員
会
請
願
審
査
報
告
書 

 

令
和
七
年
十
一
月
二
十
一
日
、
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
請
願
に
つ
い
て
は
、

十
二
月
八
日
審
査
の
結
果
、
下
記
の
と
お
り
決
定
し
た
の
で
報
告
い
た
し
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

記 

一 

請
願
受
理
第
四
十
九
号 

 

・
件 

 
 

名 

ワ
ク
チ
ン
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
を
求
め
る
請
願 

 

・
請 

願 

者 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

 
 
 
 
 
 
 
 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

 
 
 
 
 
 
 
 

・ 

・ 

・ 

・ 

 

・
審
査
の
結
果 

不
採
択 

 

・
意 

 
 

見 

趣
旨
に
沿
い
難
い
。 

 

二 

請
願
受
理
第
五
十
号 

 

・
件 

 
 

名 

高
齢
単
身
者
（
い
わ
ゆ
る
「
高
齢
お
ひ
と
り
さ
ま
」
）
に
対
す

る
支
援
の
強
化
・
充
実
を
求
め
る
請
願 

 

・
請 

願 

者 

文
京
区
千
石
四
丁
目
三
十
五
番
十
六
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

「
文
の
京
」
Ｆ
ｕ
ｔ
ｕ
ｒ
ｅ 

Ｄ
ｅ
ｓ
ｉ
ｇ
ｎ 

Ｉ
ｎ
ｉ
ｔ
ｉ

ａ
ｔ
ｉ
ｖ
ｅ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

屋
和
田 

珠 

里 

 

・
審
査
の
結
果 

不
採
択 

 

・
意 

 
 

見 

趣
旨
に
沿
い
難
い
。 

 

三 

請
願
受
理
第
五
十
一
号 

 

・
件 

 
 

名 

文
京
区
に
お
い
て
も
「
民
泊
」
の
規
制
強
化
を
求
め
る
請
願 

 

・
請 

願 

者 

文
京
区
千
石
四
丁
目
三
十
五
番
十
六
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

「
文
の
京
」
Ｆ
ｕ
ｔ
ｕ
ｒ
ｅ 

Ｄ
ｅ
ｓ
ｉ
ｇ
ｎ 

Ｉ
ｎ
ｉ
ｔ
ｉ

ａ
ｔ
ｉ
ｖ
ｅ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

屋
和
田 

珠 

里 

 

・
審
査
の
結
果 

不
採
択 

 

・
意 

 
 

見 

趣
旨
に
沿
い
難
い
。 

 令
和
七
年
十
二
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

建
設
委
員
会
委
員
長 

 

松 

平 

雄
一
郎 

文
京
区
議
会
議
長 

市 

村 

や
す
と
し 

様 

 
 

 
 

 
建
設
委
員
会
請
願
審
査
報
告
書 

 

令
和
七
年
十
一
月
二
十
一
日
、
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
請
願
に
つ
い
て
は
、

十
二
月
十
日
審
査
の
結
果
、
下
記
の
と
お
り
決
定
し
た
の
で
報
告
い
た
し
ま
す
。 
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記 
一 
請
願
受
理
第
五
十
二
号 

 

・
件 

 
 

名 

区
民
参
画
の
充
実
・
強
化
を
通
じ
て
安
心
・
安
全
を
目
指
す

「
文
の
京
」
ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
（
仮
称
）
の
検
討
に
向
け

た
研
究
を
求
め
る
請
願 

 

・
請 

願 

者 
文
京
区
千
石
四
丁
目
三
十
五
番
十
六
号 

 
 
 
 
 
 
 
 

政
治
団
体 

み
ん
な
で
み
ん
な
の
ま
ち
づ
く
り 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

代
表 

 

屋
和
田 

珠 

里 

 

・
審
査
の
結
果 

不
採
択 

 

・
意 

 
 

見 

趣
旨
に
沿
い
難
い
。 

 

二 

請
願
受
理
第
五
十
三
号 

 

・
件 

 
 

名 

都
市
計
画
道
路
の
整
備
に
地
元
住
民
と
の
対
話
・
熟
議
を
位
置

づ
け
「
環
状
三
号
線
」
の
区
内
延
伸
未
整
備
区
間
は
「
廃
止
」

を
東
京
都
に
求
め
る
請
願 

 

・
請 

願 

者 

文
京
区
千
石
四
丁
目
三
十
五
番
十
六
号 

 
 
 
 
 
 
 
 

「
文
の
京
」
Ｆ
ｕ
ｔ
ｕ
ｒ
ｅ 

Ｄ
ｅ
ｓ
ｉ
ｇ
ｎ 
Ｉ
ｎ
ｉ
ｔ
ｉ

ａ
ｔ
ｉ
ｖ
ｅ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

屋
和
田 

珠 
里 

 

・
審
査
の
結
果 

不
採
択 

 

・
意 

 
 

見 

趣
旨
に
沿
い
難
い
。 

 

令
和
七
年
十
二
月
十
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

文
教
委
員
会
委
員
長 

 

上 

田 

ゆ
き
こ 

文
京
区
議
会
議
長 

市 

村 

や
す
と
し 

様 

 
 
 
 
 

文
教
委
員
会
請
願
審
査
報
告
書 

 

令
和
七
年
十
一
月
二
十
一
日
、
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
請
願
に
つ
い
て
は
、

十
二
月
九
日
審
査
の
結
果
、
下
記
の
と
お
り
決
定
し
た
の
で
報
告
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

記 

一 

請
願
受
理
第
五
十
四
号 

 

・
件 

 
 

名 

教
員
の
多
忙
化
を
解
消
す
る
為
に
教
員
を
増
や
し
、
更
な
る
少

人
数
学
級
実
現
を
求
め
る
請
願 

・
請 

願 

者 

文
京
区
本
駒
込
五
丁
目
十
五
番
十
二
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

新
日
本
婦
人
の
会
文
京
支
部 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

支
部
長 

 

小 

竹 

紘 

子 

 

・
審
査
の
結
果 

不
採
択 

 

・
意 

 
 

見 

趣
旨
に
沿
い
難
い
。 

 

二 

請
願
受
理
第
五
十
五
号 

 

・
件 

 
 

名 

オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
給
食
の
実
現
を
求
め
る
請
願 

 

・
請 

願 

者 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

 
 

 
 

 
 

 
 

・ 

・ 

・ 

・ 

 

・
審
査
の
結
果 

不
採
択 

 

・
意 

 
 

見 

趣
旨
に
沿
い
難
い
。 

 

三 

請
願
受
理
第
五
十
六
号 

 
・
件 

 
 

名 

「
小
日
向
台
町
小
学
校
改
築
計
画
を
見
直
す
」
こ
と
を
求
め
る

請
願 

 

・
請 
願 
者 

文
京
区
小
日
向
三
丁
目
十
二
番
九
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

栂 

野 

秀 

一 

 

・
審
査
の
結
果 
不
採
択 
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・
意 

 
 

見 

趣
旨
に
沿
い
難
い
。 

 

四 

請
願
受
理
第
五
十
七
号 

 

・
件 

 
 

名 

一
歩
先
行
く
自
治
体
と
し
て
、
文
京
区
に
お
い
て
義
務
教
育
費

及
び
関
連
教
材
費
等
の
完
全
無
償
化
を
早
期
に
実
現
す
る
こ
と

を
求
め
る
請
願 

 

・
請 

願 

者 

文
京
区
千
石
四
丁
目
三
十
五
番
十
六
号 

 
 
 
 
 
 
 
 

「
文
の
京
」
Ｆ
ｕ
ｔ
ｕ
ｒ
ｅ 

Ｄ
ｅ
ｓ
ｉ
ｇ
ｎ 

Ｉ
ｎ
ｉ
ｔ
ｉ

ａ
ｔ
ｉ
ｖ
ｅ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

屋
和
田 

珠 

里 

 

・
審
査
の
結
果 

不
採
択 

 

・
意 

 
 

見 

趣
旨
に
沿
い
難
い
。 

 

五 

請
願
受
理
第
五
十
八
号 

 

・
件 

 
 

名 

文
京
区
教
育
委
員
会
の
臨
時
会
の
会
議
録
も
会
議
規
則
に
基
づ

き
作
成
し
、
区
Ｈ
Ｐ
を
通
じ
て
区
民
に
公
表
す
る
こ
と
を
求
め

る
請
願 

 

・
請 

願 

者 

文
京
区
千
石
四
丁
目
三
十
五
番
十
六
号 

 
 
 
 
 
 
 
 

「
文
の
京
」
Ｆ
ｕ
ｔ
ｕ
ｒ
ｅ 

Ｄ
ｅ
ｓ
ｉ
ｇ
ｎ 

Ｉ
ｎ
ｉ
ｔ
ｉ

ａ
ｔ
ｉ
ｖ
ｅ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

屋
和
田 

珠 

里 

 

・
審
査
の
結
果 

不
採
択 

 

・
意 

 
 

見 

趣
旨
に
沿
い
難
い
。 

 

六 

請
願
受
理
第
五
十
九
号 

 

・
件 

 
 

名 

竹
早
公
園
・
小
石
川
図
書
館
の
再
整
備
の
基
本
計
画
づ
く
り
な

ど
の
進
捗
状
況
を
適
宜
適
切
に
区
民
に
知
ら
せ
る
こ
と
を
求
め

る
請
願 

 

・
請 

願 

者 

文
京
区
千
石
四
丁
目
三
十
五
番
十
六
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

「
文
の
京
」
Ｆ
ｕ
ｔ
ｕ
ｒ
ｅ 

Ｄ
ｅ
ｓ
ｉ
ｇ
ｎ 

Ｉ
ｎ
ｉ
ｔ
ｉ

ａ
ｔ
ｉ
ｖ
ｅ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

屋
和
田 

珠 

里 

 

・
審
査
の
結
果 

不
採
択 

 

・
意 

 
 

見 

趣
旨
に
沿
い
難
い
。 

 

令
和
七
年
十
二
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

議
会
運
営
委
員
会
委
員
長 

 

名 

取 

顕 

一 

文
京
区
議
会
議
長 

市 

村 

や
す
と
し 

様 

 
 

 
 

 

議
会
運
営
委
員
会
請
願
審
査
報
告
書 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
二
十
一
日
、
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
請
願
に
つ
い
て
は
、

十
二
月
五
日
審
査
の
結
果
、
下
記
の
と
お
り
決
定
し
た
の
で
報
告
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

記 

一 

請
願
受
理
第
六
十
号 

 

・
件 

 
 

名 

区
議
会
の
委
員
会
に
お
い
て
「
請
願
」
審
議
を
深
め
る
仕
組
み

を
整
え
る
こ
と
を
求
め
る
請
願 

 

・
請 

願 

者 

文
京
区
千
石
四
丁
目
三
十
五
番
十
六
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

「
文
の
京
」
Ｆ
ｕ
ｔ
ｕ
ｒ
ｅ 

Ｄ
ｅ
ｓ
ｉ
ｇ
ｎ 

Ｉ
ｎ
ｉ
ｔ
ｉ

ａ
ｔ
ｉ
ｖ
ｅ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

屋
和
田 

珠 

里 

 

・
審
査
の
結
果 

不
採
択 

 

・
意 

 
 

見 

趣
旨
に
沿
い
難
い
。 
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二 

請
願
受
理
第
六
十
一
号 

 
・
件 

 
 

名 

文
京
区
議
会
議
員
の
政
務
活
動
費
の
情
報
開
示
を
進
め
、
透
明

性
を
高
め
る
こ
と
を
求
め
る
請
願 

 

・
請 

願 
者 

文
京
区
千
石
四
丁
目
三
十
五
番
十
六
号 

 
 
 
 
 
 
 
 

「
文
の
京
」
Ｆ
ｕ
ｔ
ｕ
ｒ
ｅ 

Ｄ
ｅ
ｓ
ｉ
ｇ
ｎ 

Ｉ
ｎ
ｉ
ｔ
ｉ

ａ
ｔ
ｉ
ｖ
ｅ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

屋
和
田 

珠 

里 

 

・
審
査
の
結
果 

不
採
択 

 

・
意 

 
 

見 

趣
旨
に
沿
い
難
い
。 

 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

こ
れ
よ
り
、
追
加
日
程
第
二
十
一
か
ら
第
四
十
ま

で
の
二
十
請
願
を
一
括
し
て
採
決
い
た
し
ま
す
。 

 

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。 

 

本
件
は
、
い
ず
れ
も
委
員
会
の
報
告
の
と
お
り
決
す
る
こ
と
に
御
異
議
ご
ざ
い

ま
せ
ん
か
。 

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
本
件
は
、

い
ず
れ
も
委
員
会
の
報
告
の
と
お
り
決
し
ま
し
た
。 

 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

以
上
を
も
ち
ま
し
て
、
本
日
の
日
程
は
終
了
い
た

し
ま
し
た
。 

 

し
た
が
い
ま
し
て
、
本
定
例
議
会
の
議
事
は
全
て
終
了
い
た
し
ま
し
た
。 

 

区
長
か
ら
御
挨
拶
が
ご
ざ
い
ま
す
。 

〔
成
澤
廣
修
区
長
「
議
長
、
区
長
」
と
発
言
を
求
む
。
〕 

○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

成
澤
廣
修
区
長
。 

〔
成
澤
廣
修
区
長
登
壇
〕 

○
区
長
（
成
澤
廣
修
） 

 

令
和
七
年
十
一
月
定
例
議
会
の
最
終
日
に
当
た
り
ま
し

て
、
一
言
御
挨
拶
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

去
る
十
一
月
二
十
一
日
に
始
ま
り
ま
し
た
本
定
例
議
会
は
、
本
日
を
も
ち
ま
し

て
日
程
終
了
の
運
び
と
な
り
ま
し
た
。 

 

今
回
、
御
提
案
申
し
上
げ
ま
し
た
案
件
は
、
予
算
案
、
条
例
案
、
事
件
案
、
合

わ
せ
て
二
十
五
件
で
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
い
ず
れ
も
原
案
の
と
お
り
御
可
決
を
賜

り
、
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

さ
て
、
早
い
も
の
で
本
年
も
残
す
と
こ
ろ
あ
と
半
月
と
な
り
、
年
末
の
足
音
が

聞
こ
え
て
ま
い
り
ま
し
た
。 

 

区
で
は
、
今
月
か
ら
、
全
国
初
の
取
組
と
し
て
ふ
る
さ
と
納
税
を
活
用
し
た
遺

贈
寄
附
文
化
醸
成
事
業
を
開
始
い
た
し
ま
し
た
。
遺
贈
寄
附
と
は
、
生
前
に
意
思

を
示
し
、
亡
く
な
っ
た
後
の
財
産
の
一
部
を
団
体
等
に
寄
附
す
る
仕
組
み
で
、
次

世
代
に
向
け
た
地
域
・
社
会
へ
の
貢
献
の
た
め
の
新
し
い
選
択
肢
と
し
て
、
近
年

社
会
的
関
心
が
高
ま
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
遺
贈
寄
附
と
い
う
文
化
を
発
信
・
支

援
す
る
た
め
、
区
内
の
遺
贈
寄
附
文
化
を
醸
成
す
る
団
体
に
対
し
て
、
ふ
る
さ
と

納
税
の
仕
組
み
を
活
用
し
た
補
助
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
す
。 

 

子
ど
も
宅
食
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
や
協
定
大
学
に
よ
る
地
域
貢
献
事
業
な
ど
の
、
区

と
区
内
の
地
域
資
源
、
そ
し
て
寄
附
者
と
の
つ
な
が
り
に
よ
る
共
創
的
な
取
組
の

推
進
と
併
せ
、
よ
り
よ
い
区
政
運
営
の
実
現
を
通
し
て
区
民
や
地
域
社
会
へ
還
元

す
る
、
持
続
的
な
好
循
環
を
生
み
出
す
仕
組
み
づ
く
り
に
つ
い
て
、
工
夫
し
て
ま

い
り
ま
す
。 

 
結
び
に
、
こ
の
一
年
の
議
員
の
皆
様
方
の
御
協
力
に
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
と

と
も
に
、
何
か
と
御
多
用
の
時
期
と
は
存
じ
ま
す
が
、
寒
さ
厳
し
き
折
、
健
康
に

十
分
御
留
意
の
上
、
輝
か
し
い
新
年
を
お
迎
え
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
御
祈
念
申
し

上
げ
、
最
終
日
の
御
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 
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○
議
長
（
市
村
や
す
と
し
） 

 

こ
れ
を
も
ち
ま
し
て
、
令
和
七
年
十
一
月
文
京
区

議
会
定
例
議
会
を
終
了
い
た
し
ま
す
。 

 

本
日
は
、
こ
れ
に
て
散
会
い
た
し
ま
す
。 

 

長
期
間
に
わ
た
る
熱
心
な
御
審
議
、
お
疲
れ
さ
ま
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

午
後
五
時
三
十
四
分
散
会 


